
 

 

【防犯情報】特殊詐欺メールに関する注意喚起について 

 

市区町村の税務担当部局を装い、個人住民税の納税について、記載されたリン

ク先よりコード決裁サービスを用いて納めるよう催告する詐欺メールが送られ

てくる事案が頻発しています。 
市役所がメールや SMS（ショートメッセージサービス）で支払いを求めるこ

とはありません。 
特に、「未納」「差押え」「至急手続き」など、不安をあおる表現には注意が必

要です。 
不審なメールを受け取った際は、リンクは開かず、すぐに削除してください。 

　なお、不安で相談したい場合は、下記担当または三条警察署へご連絡ください。 

  

担当：三条市役所 総務部税務課 

　　　0256-34-5529 

 

三条警察署　0256-33-0110 


